
未納仮停水執行件数
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水道料金未納で、電話や訪問などの催促にも

応じない場合、納付期限がすぎてから約３か月

後に給水が停止(仮停水)されます。

この停水件数は市全体では2007年度は２万577

2件、2008年度は２万7587件と1.07倍程度の増で

すが、2008年度から料金整理業務を民間委託し

た旭・瀬谷と磯子・金沢の地域では1.5～1.8倍

に増えています(右グラフ矢印)。

白井正子議員は予算特別委員会でこの問題に

ついて追及。白井議員は「支払いが困難と認め

られる十分な理由のある時は、停水を保留する

ことができる」という事業者用の業務マニュア

ルに従えば、未納が増えたとしても停水件数が

倍増するということはないはずと指摘しました。

また、市と事業者が未納料金の徴収目標を定

め、それを上回った場合には報奨金、下回った

場合は違約金という取り決めがあるため、事業

者は収納率アップに走ります。白井議員は、

「生活困窮世帯に対して滞納の懲罰として停水

を行うのは一歩間違えれば命に関わる問題」で

あり、報奨金や違約金で縛る料金整理業務の民

間委託は行うべきではないと主張しました。

水道局長は、「あえて無理な給水停止処分や

過酷な料金取立てを事業者に強いるということ

はない」と答えました。

料金整理業務の民間委託は、2009年度には鶴

見・神奈川、西・保土ヶ谷、緑・青葉、戸塚・

泉の４ブロックに拡大され、2010年度には港南・

栄で実施予定で、停水執行が全市的に広がるこ

とが懸念されます。

予算特別委員会で日本共産党の白井議員が是正要求

注：滞納後、督促、２回の給水停止予告後、仮停水と

なり、その20日後に本停水となる。検針・集金等業務

は、市内を２行政区毎の９ブロックに分けて実施。

横浜市が敬老特別乗車証(敬老パス)制度を見直して

利用者に負担増を求めようとしていることに対し、

「敬老パス負担増を考える連絡会」が５日、市役所包

囲デモ行進を行いました。日本共産党の中島文雄、関

美恵子、河治民夫各議員が激励に駆けつけました。

行進に先立って、同会は制度維持を求める１万3097

人分の署名を市に提出。行進には約180人が参加し、

「値上げも年齢引き上げも困ります」と書かれた横断

幕や、「敬老パス負担増しないで！」の手作りの旗な

どを持って元気よく市役所を約３/４周しました。

（左２人目から)代表であいさつする中島文雄議員、関

美恵子議員、河治民夫議員＝３月５日、横浜市役所前


